
（１）研究開発機能
○ ①ロボット、②農林水産業、③エネルギー（カーボンニュートラル）、④放射線科学・創薬医療、⑤原子力災害に関するデータや知見の集積・発信の
５分野を基本として、福島の中長期の課題であり、ひいては世界の課題の解決にも資する研究開発を実施する。

（２）産業化機能
○ 福島第一原発の過酷環境や広大な未利用地などを活用し、併せて大胆な規制緩和も促進して、社会実証・実装フィールドを整備し、産業化を促進する。
（３）人材育成機能
○ 連携大学院制度を利用した大学院生の研究指導、地元の産業界・自治体・高等専門学校等との連携による産官学一体となった人材育成の推進、
地元の小中高校生等に対する連続的な人材育成等を行う。

○ 新法人は、以下の特徴を有することを踏まえ、 法律に基づき設立される
特別の法人とする。
・ 既存施設の取組に横串を刺す調整機能（司令塔機能）
・ 新法人の業務運営に対する地元自治体の関与
・ 国際水準の処遇・人事制度や、若者・女性など次世代の研究者が
活躍できる環境

・ 理事長や現場の裁量の最大限の確保や、民間の能力・資金の活用
につながる柔軟な業務運営

・ 規制改革推進や情報収集に関する仕組み

国際教育研究拠点の法人形態等について（概要）

○ 新法人の設立法案について次期通常国会への提出を図る。令和３年度内に基本構想を策定。
○ 令和４年夏を目途に策定する研究開発基本計画の策定作業と併せて、新拠点に整備する施設の具体的な検討を進め、福島県からの意見を尊重して立
地を決定。

今後の予定

法人形態等

機能

「創造的復興の中核拠点」として、国際教育研究拠点が福島をはじめ東北の復興を実現するための夢や希望となるとともに、我が国の科
学技術力・産業競争力の強化に貢献し、世界に冠たるものとなるよう、政府を挙げて長期・安定的な運営の確保を図る。

○ 新法人の活動が本格的に軌道に乗った時点において、数百名規模の国
内外の優秀な研究者等が新拠点における研究開発等の活動に参画する
ことを目指す。
○ 新拠点の立上げに当たっては、各種実験施設や社会実証・実装フィール
ドを有する他の施設の例も参考に、将来規模を拡大する必要が生じた際
にも対応できる立地を検討する。
（参考）・関東に所在する医学系の研究所 敷地面積：約14万㎡

・東北に所在する産業系の研究所 敷地面積：約7.8万㎡

○ 関係大臣（文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、環境大臣）が内閣総理大臣とともに共管。
○ 長期・安定的に運営できるよう、復興財源等で予算を確保するとともに、外部資金や恒久財源による運営へ段階的・計画的に移行。

共管体制・予算措置
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